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２月５日、いちき串木野市の誕生を記念した式典が市民文化センターで盛大に開催されました。
オープニングセレモニーでは、串木野小学校金管バトンバンドの演奏や伝統芸能の虫追踊・串木野

さのさ踊りなどが披露されました。
式典では、合併功労者や新市名称名付け親大賞・新市市章採用者の表彰、姉妹都市サリナス市（ア

メリカ合衆国）の市長からのメッセージ紹介と記念品贈呈などが行われました。
最後は、いちき串木野青友会（串木野・市来を中心とした若者７団体で結成）が七福神姿で入場し、
会場を大いに盛り上げました。
※新市誕生記念作文・絵画コンクール入賞作品につきましては、P.４～P.５に掲載してあります。

串木野小学校金管バトンバンドの演奏
による出迎え

郷土芸能披露「虫追踊」 郷土芸能披露「串木野さのさ踊り」

新市誕生記念作文コンクール小学生の部
最優秀賞：山神玲華さん（串木野小３年）

新市誕生記念作文コンクール中学生の部
最優秀賞：川口綾華さん（羽島中１年）

サリナス市から記念品贈呈

新市名称名付け親大賞：下薗妙子さん
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七福神姿で登場

新市誕生記念絵画コンクール小学生の部
最優秀賞：永留毅大さん（串木野小２年）

新市誕生記念絵画コンクール中学生の部
最優秀賞：久保文乃さん（串木野中１年）
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就任のあいさつ
助役　田　中　正　幸

１月23日、議会のご同意をいただき、
助役に就任いたしました。
今、社会を取り巻く環境は、地方分

権への対応をはじめ、少子高齢化や生活
環境問題、情報化の進展など急速な勢いで

変化しており、課題も多様かつ複雑になってきております。
当市における行財政改革をはじめとする、これらの課
題に対処するため微力ではございますが、田畑市長の補
佐役として、本市の将来都市像であります「ひとが輝き
文化の薫る　世界に拓かれたまち」を目指し、市勢発展
のため誠心誠意努力する所存でございます。
市民の皆様をはじめ、関係各位の温かいご指導、ご鞭
撻をお願い申し上げます。
【主な略歴】昭和52年10月神戸大学卒業、同年11月鹿児
島県庁に勤務、平成９年４月伊集院耕地事務所主幹兼用
地管理課用地管理係長、平成11年４月鹿児島総務事務所
主幹兼直税課事業税係長、平成14年４月健康増進課主幹
兼感染症保健係長、平成16年４月児童福祉課長補佐　

就任のあいさつ
助役　牛�　　義　信

１月23日、議会のご同意をいた
だき、助役に就任いたしました。
地方分権の進展や少子高齢化の進

行など、社会経済が大きく変化する
厳しい時代の中で、行財政改革の積極

的な推進を図りながら、山積する課題の克服に努め、
新市の限りない発展への礎を築くことが使命であると
強く感じております。
もとより微力ではございますが、田畑市長のもと、

市民の皆様の福祉向上のため専心努力してまいる所存
でございますので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。
【主な略歴】昭和39年３月県立阿久根農業高等学校卒
業、同年10月串木野市役所に勤務、平成７年４月水道
課長兼工事監査監、平成９年４月都市建設課長、平成
14年４月産業経済部長併農業委員会事務局長、平成
15年４月建設部長、平成17年10月いちき串木野市建
設部長

合併功労者総務大臣表彰（敬称略・順不同）

氏　名　　　　　　　　旧役職名
田　畑　誠　一　　串木野市長
大久保　幸　夫　　市来町長
吉　尾　逸　郎　　串木野市議会議長
原　口　政　敏　　市来町議会議長
南　竹　一　敏　　串木野・市来合併協議会事務局長

合併功労者いちき串木野市長表彰（敬称略・順不同）

氏　名　　　　　　　　旧役職名
西中間　健　一　　串木野・市来合併協議会幹事長（市来町助役）
永　　　親　久　　串木野・市来合併協議会副幹事長（串木野市助役）
尾　　　正　躬　　串木野・市来合併協議会副幹事長（串木野市収入役）
竹之内　　　勉　　串木野・市来合併協議会委員（串木野市議会副議長・串木野市議会市町村合併調査特別委員会委員長）
木　場　俊　行　　串木野・市来合併協議会委員（市来町議会副議長・市来町議会市町村合併調査特別委員会委員長）
石　野　弘　人　　串木野・市来合併協議会委員（串木野市議会議員・串木野市議会市町村合併調査特別委員会副委員長）
石　原　行　義　　串木野・市来合併協議会委員（市来町議会議員）
橋　口　正　憲　　串木野・市来合併協議会委員
淵　脇　紀　子　　串木野・市来合併協議会委員
勝　目　眞理子　　串木野・市来合併協議会委員
松　下　兵　衛　　串木野・市来合併協議会委員
中　間　啓　行　　串木野・市来合併協議会委員
重　涼　子　　串木野・市来合併協議会委員

内　田　政　司　　串木野・市来合併協議会委員
平　里　尚　人　　串木野・市来合併協議会委員
松　　　幹　夫　　串木野・市来合併協議会まちづくり委員会代表
迫　　　　　勇　　串木野・市来合併協議会まちづくり委員会副代表
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こんな町になってほしい
串木野小　３年　山　神　れいか

わたしは、西えん田町のえん田だんち２号とうに住んでいます。
えん田だんちには、小さな公園があります。でも、だんちにはたくさんの人が住んでいて、子どもの

数も多いので、いつもほかの男の子たちに場所取りをされてしまい、３才の弟や友だちと思いきり遊べ
ません。公園が少しせまいです。
えん田だんちの近くにも公園があります。でも、そこには、ときどきふしん者が出る時があります。

だから、「あまり行きなさんな。」とお母さんが言っています。
わたしは、ときどき、休みの日にお父さんにたのんで、車でいろいろな公園につれて行ってもらいま

す。でも、えん田だんちからは遠いです。ながさきばな公園と、なぎさ公園と、かもめ公園と、ダムの
近くの公園は、全部遠かったです。
そこでわたしは、子どもミニバスというものがあったらいいなと思います。土曜日、日曜日、春休み、
夏休み、冬休みなどにミニバスは走ります。いちき串木野市全体の、公園や図書館、体育館、多目てき
グランド、プールなどを回るバスです。
バスていのかんばんには、犬や、ねこや、キリンや、ぞうなどのいろいろな動物の絵がかいてあって、
字の読めない子でもすぐに分かるようなかんばんがいいです。
いちき串木野市の地図に、行き先と、時こく表と、動物かんばんのバスていがのっているポスターが

あるとべんりだと思います。
バスには、ニコニコ顔で子どもがイスにすわっている絵がかいてあります。そうすると、すぐに子ど

もミニバスが走っていると分かるので、まわりのみんなが気をつけて安全運転をしてくれると思います。
雨の日やたいくつな日でも、子どもミニバスに乗って、いちき串木野市を見学するのも、楽しいと思

います。
いちき串木野市のことは、まだまだ知らないことだらけなので、子どもミニバスに乗って、友だちと

調べたいです。また、いちき小学校や川上小学校にも行ってみたいし、新しい友だちも作りたいです。
この作文を書いているうちに、早く子どもミニバスができるといいなと思いました。もし、これが本

当になるなら第１号に乗ってみたいです。
一日でも早く、子どもミニバスができてほしいです。

こんな町になってほしい
羽島中　１年　川　口　綾　華　

昨年、10月11日に市来町と串木野市が合併して新しくいちき串木野市が誕生しました。昨年は県内
でもたくさんの市や町の合併が行われました。いちき串木野市の面積は県内で18番目の広さだそうで、
そんなに大きな市ではありません。ですが、いちき串木野市の人々の心はとても温かく、元気のあふれ
ている市です。それに、山や海などの豊かな自然にも恵まれています。
市来は農業が盛んで、串木野は漁業が盛んです。そして、串木野ではさつまあげやマグロラーメンが

有名ですし、市来はポンカン作りが盛んです。このように、いちき串木野はいい所です。私もこの市が
好きです。
市来と串木野が合併して面積も人口も増えました。ですが一方で、全国の市や町でも見られるように、
高齢者の方が増えて、若い人たちが減ってきているという状況があると思います。将来的には人口減少
にもつながっていくのではないでしょうか。そのためにも、人口が増えるような工夫、政策を県や市で
考えて実行してもらえればいいと思います。
例えば、公営のアパートのような、住居を作ったり、市で取り組む行事などを増やしたりすることも

１つの方法ではないかと思います。それから、子どもを持ったお母さん方が安心して働いていけるよう
に、託児所なども増やしていってはどうでしょうか。ほかの県や市の人がいちき串木野市に来たいと思
うようにしていけたらいいと思います。
ですが、自然は大切にしていかないといけないと思います。世界では緑の減少が問題になっています。
いちき串木野は山や海などの自然に恵まれている方でしょう。でも、これからいろんな建て物をたくさ
ん作っていって、緑が少なくなってしまったらいけないと思います。便利な施設を造ることもいいこと
ですが、自然のことも考えなければいけないと思います。未来のいちき串木野市も自然がいっぱいで、
暖かな所だといいです。そして、みんなが住みやすい楽しい市にしていってほしいです。実際にこの市
に住んでいる私たちも、何か小さなことでも協力することができればいいと思ってます。
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国際料理講座開催
１月21日、働く女性の家で鹿児島大学に留学中の

楊紹華（ヨウ・ショウカ）氏と胡楠楠（コ・ナンナン）
氏を講師に招き、国際料理講座が開催されました。
今回は、水餃子・チャーハン・苜蓿肉（ニンニクの

芽炒め）を作りましたが、本場中国の料理講座とあり、
参加した方は、熱心にメモをとっていました。また、
出来上がった料理はとても美味しく大好評でした。
なお、今回の料理講座は１月18日に名称変更した

「いちき串木野市国際交流協会」が開催したもので、
当協会では国際交流に関心のある協会員を広く募集
しております。

未来の宝子育て支援金制度第１号
玉田和則さん、都さん夫妻（平江）の第３子とし

て１月９日に麗弥（つぐみ）ちゃんが誕生し、「未
来の宝子育て支援金制度」第１号として出生祝金が、
１月31日に支給されました。
この制度は、今年１月１日から始まっており、次

の世代を担う子供たちの出生を祝福し、出生から小
学校入学までの子育てを継続して支援することで、
いちき串木野市に元気な子供の明るい声があふれる
ことを願ってつくられました。
(※詳しくは本紙「おしらせ版 P.20」に掲載)

100歳おめでとうございます！！
１月10日に篠原オツ子さん（浜ヶ城・写真上）が、
また、２月４日に大久保ミトさん（旭町・写真下）
が100歳の誕生日を迎えられました。
お二人を含め本市の100歳以上の方は12人にな

り、当日は、田畑市長がお祝いの花や記念品などを
贈呈しました。
いつまでもお元気で長生きしてください。

和太鼓フェスティバル開催
２月５日、新市誕生記念「和太鼓フェスティバル」
が市民文化センターで開催され、開場と同時に満席
になるほど多くの方が来場されました。
和太鼓のもつ力強さを存分にあらわした橘太鼓

「響座」に始まり、伝統の技術に女性ならではの感
性を取り入れた霧島九面太鼓「和奏（わかな）」、そ
して和太鼓や三味線、篠笛を駆使しながら新しい音
の世界を表現した双子の兄弟「ＡＵＮ（あうん）」。
３つの団体が持つそれぞれの魅力と、和太鼓の持つ
迫力に会場は大いに盛り上がりました。
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チルドレンフェスティバル開催
１月22日、「チルドレンフェスティバル」が市民

文化センターで開催されました。チルドレンフェス
ティバルは、「子どもたちによる、子どもたちのた
めの文化祭」として今年で10回目を迎えました。出
演者の募集、チラシ作成、会場設営、当日の運営ま
で、小学生から高校生までのスタッフ20名で取り組
んできました。今年は、バトンクラブやダンス、バ
ンド、エイサー等13団体が出演しました。

あらこ文化祭開催
１月29日、荒川小学校で「あらこ文化祭」が開催

されました。
学習発表会を発展させ、地域と学校が一体となっ

た文化祭として今年で４回目になりました。
劇や作文・体育発表や太鼓演奏など子どもたちの

発表の他に、新特認校生や新１年生の紹介、地域か
らも手品・合唱・クラリネットの演奏など盛りだく
さんのプログラムがありました。
どの発表もすばらしかったと約150名の観客のみ

なさんから温かい拍手が送られていました。

7

【串木野地域】

先輩からのメッセージ
１月24日、羽島小学校で４・５・６年生を対象に、
同校出身の田畑市長が「わたしの思い～小学生に伝
えたいこと～」と題して講演を行いました。
児童は講演で、忍耐や我慢、思いやりの大切さを

学びました。その後、６年生は市長といっしょに楽
しく話をしながら給食を食べました。

第８回元気な街づくりウォーキング大会
１月22日、快晴のもと「第８回元気な街づくりウ

ォーキング大会」が開催されました。
「ほくほく深田５kmコース」と「山坂達者荒川

10kmコース」に大人から子どもまで481名が参加し、
のどかな田園風景や自然の山々を眺めながらのんび
りウォーキングを楽しみました。
休憩所やゴールでは､地元公民館や婦人会のみな

さんによるポンカンや焼き芋、豚汁も振舞われ、大
好評でした。
また、参加者全員に「歩いて健康づくり推進カー

ド」と参加賞が配布されました。
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河川・海岸愛護運動表彰受賞
１月17日、平成17年度河川愛護運動優良団体と

して内門公民館（写真左から２番目が前田勝夫公民
館長）が、また、平成17年度海岸愛護運動優良団体
として市来海岸イメージアップ実行委員会がそれぞ
れ県知事表彰を受賞されました。
両団体とも、河川及び海岸美化清掃に貢献したこ

とが評価されたものです。おめでとうございます。

青松の森で森林教室
１月22日、沖ノ浜国有林内の青松の森で鹿児島森

林管理署職員のみなさんを講師に招き森林教室が開
催されました。
森林教室には、川上緑の少年団の団員（川上小児

童）が参加し、森林の役割や青松の森の樹木につい
て説明を受けた後、樹木の名前を書いた看板設置や
巣箱づくりに挑戦しました。
青松の森は、国有林内で体験活動等を行うため平

成17年３月に設定され、「緑の募金」の助成を受け
て整備を行っています。

【市来地域】
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ラブリッジ盛大に開催！！
２月10日・11日の２日間、市来地域の日ノ出橋（湊町）で「ラブリッジ～市来の灯～」が開催され、多く

の参加者でにぎわいました。
「日ノ出橋を冬の名所にしよう！！」と試みたこの企画は、市来若者隊が主催しており今年が３回目とな

りました。ペットボトルを加工して作った500本のキャンドルを並べた橋は、巨大なイルミネーションへと変
わり、昼間とはまったく違う神秘的な姿を魅せました。
今年は、ストリートミュージシャンによる生演奏など新企画も行い、昨年にも増してにぎやかなバレンタ

インイベントとなりました。
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～「青少年のための科学の祭典」～
１月28日、29日の２日間、いちきアクアホールを会場に「青少年のための科学の祭典」が実施されました。
２日間で約3,700人の入場者があり、子どもたちは、時間が過ぎるのも忘れて、科学の不思議との出会いを

楽しんでいました。
アンケートには、「とてもおもしろくて何回してもあきなかった」「親子そろって楽しめた」「子どもの好奇

心をくすぐる楽しい企画だった」などの感想がみられ、科学への関心の高さがうかがえました。

１月10日、荒川小学校の児童25名（全校生徒27名）が参
加して、道路ふれあい見学会が開催されました。
見学会は、県道荒川川内線の草良地区で進めている道路

改良工事が今年３月に完成することから、荒川小学校の総
合学習の一環として、県伊集院土木事務所が土木工事に対
する理解やもの造りの喜びを肌で感じてもらい、公共事業
のイメージアップを図るために工事現場で行ったものです。
見学会では、事業内容の説明、工事用の重機に実際に乗

る体験、全児童の手形をプリントしたモニュメントの序幕、
記念撮影等が行われました。

～防犯ステッカーを寄贈～
給食センターでは、学校給食のＰＲと理解を深めて

もらうために、８月から試作を繰り返して「ナン・つ
なかつカレー」を完成させました。それを10月に行わ
れた「いちき串木野～ちかえて祭り～」で販売したと
ころ、大盛況となり２日間で1,000食を完売しました。
この収益を子どもたちのために役立ててもらおう

と、防犯ステッカーを作成し、２月１日に串木野地
域の各小・中学校へ寄贈しました。関係者は、「子
どもたちが安心して通学してもらえたらうれしいで
す」と話されていました。

No.14No.14No.14No.14No.14No.14

～小・中連携で学力向上を～
１月24日、市内15小・中学校合同の算数・数学教

育研究会が串木野中学校で実施されました。
当日は、１年５組で「平面図形」の授業が行われ、
生徒が図形を切り抜いたりグループで話し合ったりし
ながら、線対称な図形についての理解を深めました。
授業反省会では、各学校の学力向上に向けての取

り組みが紹介され、「指導計画の工夫」「学力定着を
図るための時間設定」「家庭学習の在り方」等につ
いて話し合われました。

▲手形がプリントされたモニュメントと記念撮影

▲分かる授業を目指して！

▲科学のおもしろさ・楽しさを体験！ ▲「水を分解してみよう」コーナー



いちき串木野市では、次のとおり臨時職員を募集します。

募集要項及び申請書は、串木野庁舎総務課、市来庁舎総務課及び羽島出張所に用意して

あります。

【雇用期間】平成18年４月１日から平成19年３月31日まで

【応募資格】昭和15年４月２日以降に生まれた者で次のいずれにも該当しない者

（１）成年被後見人及び被保佐人

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者

（３）市税等を滞納している者

※その他の資格等については担当課にお尋ねください。

【応募手続】自筆の履歴書１通（市販のもの）と申請書１通を串木野庁舎総務課、市来庁

舎総務課もしくは羽島出張所に提出してください。障害者の方は障害者手帳

の写しを添付してください。

・受付期間：平成18年２月20日（月）～ 平成18年３月３日（金）

（ただし、土曜日、日曜日を除きます。）

・受付時間：午前８時30分～午後５時

・応募は、１人につき１職種となります。

【選考方法】面接（面接の日時は、後日連絡します。）

10

番号 電話番号担　当　課募　集　職　種　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

3 3 －5 6 2 5

3 3 －5 6 2 5

3 3 －5 6 1 5

3 3 －5 6 1 8

2 1 －5 1 2 8

2 1 －5 1 2 9

3 3 －5 6 5 5

3 3 －5 6 1 3

3 3 －0 2 3 9

総 務 課

総 務 課

税 務 課

福 祉 課

社 会 教 育 課

市民スポーツ課

図 書 館

健 康 増 進 課

串木野学校給食センター

羽島出張所非常勤嘱託員

公用自動車運転嘱託員

市税徴収嘱託員

臨時保育士

社会教育指導員

Ｂ＆Ｇ海洋センター管理人

移動図書館車運転手

レセプト点検業務

学校給食調理補助員（半日）

総務課（133－5625）

◆ 臨時職員募集のお知らせ ◆
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主催：いちき串木野市、いちき串木野市教育委員会　後援：串木野市体育協会、南日本新聞社

誓　　約　　書
私事、このたび本大会に参加するにあたり、大会参加に伴い発生した事故及び貴重品管理等については、自

己の責任とし、主催者が加入する一日保険の対象外のことについては、主催者に対して一切の迷惑をかけない
ことを誓います。
また、大会当日は事故のないように安全を第一とし、自分の健康・安全に十分留意しながらマイペースで歩

くことを誓います。平成　　年　　月　　日
上記誓約書に参加者全員同意します 申込代表者氏名 印■

q花川砂防公園周辺３kmコース（所要時間50分程度)

w串木野ダムふれあい橋折返し６kmコース（所要時間１時間30分程度)

e徐福展望公園経由10kmコース（所要時間３時間程度)

※ご自分の体力に合わせてお選びください。

☆参加料無料（参加賞・完歩賞・健康づくり推進カード進呈）

☆想い出の桜！記念植樹（抽選にて限定200本）

☆地元婦人会による豚汁の無料配布も予定

【参加資格】健康な方ならどなたでも参加できます。

（ただし、４年生以下の参加は、保護者同伴）

【問合せ・申込先】（※電話・FAXでも申込みが可能です。）

いちき串木野市教育委員会市民スポーツ課

1：0996-21-5129 (直通) FAX：0996-36-5228
いちき串木野市教育委員会分室

1：0996-33-5650 (直通) FAX：0996-32-7340
※体育センター、Ｂ＆Ｇ海洋センター、市内各学校へも申込書の

提出が可能です。

【事前申込締切】

【集合・出発場所】冠岳花川砂防公園

【受　付】８：30～　【開会式】９：00～（９：30出発予定）

氏　　　　　名
フ　リ　ガ　ナ

年 齢 住　　　　　　所 電 話 番 号
コ ー ス
希望に○を

送迎バス
利用は○

性 別

km

km

km

km

１２３４５

１２３４５

１２３４５

１２３４５

３・６・10

３・６・10

３・６・10

３・６・10

第10回　徐福ロマンロードウォーキング大会参加申込書
切　り　取　り　線

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会 

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会 

【期日】平成18年３月５日(日)

「美しい日本の歩きたくなるみち」500選にコース認定 

想い出の桜に逢いに来ませんか？ 

<日本一の徐福石像＞
※駐車場が限られています。
乗り合わせや送迎バスで
ご来場ください。
(要予約：裏参照)
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※送迎バスご利用の方は、申込書の送迎バス利用欄のバス番号に○をつけて提出してください。 
（定員になり次第締め切ります。） 

至：市来インター 

広域農道 

県道串木野樋脇線 

ＪＲ九州 ◎ 

国道3号線 

いちき串木
野市役所 

文 文 

串木野ダム 

至：日置市東市来町へ 

広域農道 

阿弥陀堂 

西岳 
中岳 東岳 

仙人岩 

至：薩摩川内市 

至:

串
木
野
新
港 

冠岳神社 

至：薩摩川内市 
　　樋脇町へ 

交通アクセス 

南九州 
西回り 
自動車道 

徐福石像 

徐福展望公園 

ウォーキングトレイル 

冠岳小 

小水林間広場 

ふ
れ
あ
い
橋 

串木野ダム 

WC

煙草神社 

冠岳 
（西岳） 

 

主要地方道串木野樋脇線 

⇒至 
：薩摩川内市
　樋脇町へ 

←至：いちき串木野市内 

仙人岩 

五反田川 

　【送迎バス運行計画表  ※１便のみ】 
①市民文化センター(8：00発)→串小前→生福小→冠岳 
②市民文化センター(8：00発)→串木野駅前(8：10)→冠岳 
③アクアホール(8：00発)→川上小→冠岳 
④体育センター(8：00発)→酔之尾公民館前→冠岳 
⑤串木野漁協前(8：00発)→勝目眼科前→バッティングセンター 
　前→冠岳 
 
①冠岳(11：30発)→生福小→串小前→市民文化センター 
②冠岳(11：30発)→酔之尾公民館前→体育センター 
③冠岳(12：00発)→川上小→アクアホール 
④冠岳(12：20発)→串小前→串木野駅前→市民文化センター 
⑤冠岳(12：20発)→バッティングセンター前→勝目眼科前 
　→串木野漁協前 

往
　
　
　
路 

復
　
　
　
路 

Ｓ Ｇ 

冠岳神社 
入口 

開会式場 

← 

↓
 ←
 ↓ 

6km折返 

↓
 

↓
 

↓ 

ウォーキングトレイル 

↓
 

臨
時
駐
車
場 

冠嶽園 

冠岳コミュニティ 
センター 

花
川 

冠岳神社 

↑ 

↑ 

↑
 

↑ 

冠岳花川砂防公園 

10kmコース 

会場近辺道路 

↓ 

桜(200本）植樹予定箇所 

↓
 

↓
 

↓
 

Ｐ3

Ｐ2

Ｐ1

 6kmコース 

6km・10km 
チェックポイント 

 3kmコース 

↓
 

↓
 

↓ 

車輌一方通行 ↑
 

文 

Ｐ6
Ｐ5

WC

WC

会場 

Ｐ4

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会コース 

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会コース 

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会コース 

第10回 
徐福ロマンロードウォーキング大会コース 
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～万一の交通事故に備えて家族そろって加入しましょう～

●加入できる方は
４月１日現在でいちき串木野市に住民登録又は外国人登録をしている方は、年令に関係なく誰でも加入できます。
また、学校への通学・出稼ぎなどで一時的に転出される方も、加入できます。

●共済掛金は
１年ごとに加入者１人につき500円です。中途加入者についても同額です。
共済期間開始後の中途脱退の場合、掛金は返還されません。

●共済期間
平成18年４月１日から平成19年３月31日までです。
ただし、平成18年４月１日以降に加入された方は、市町村で受理した日又は、掛金を振込まれた日の翌日から平成19

年３月31日までです。

●災害見舞金が支給される交通事故
日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障害者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供

する交通船、旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故（自損事故を含む。）にあわれて、それが原因で身体に傷
害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には精神の傷害は含みません。

●災害見舞金が支給されない交通事故
a 自殺行為による事故
s 故意による事故
d 天災などに直接起因した事故
f トラクター・耕運機・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
g 庭先・湖畔・田畑・工場内・作業場・遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故
h 駐車中など、車の運行（交通）にかかわりなく起きた事故
j 子供用三輪車など車両以外のものによる事故

●災害見舞金の全部又は一部が支給されない交通事故
a 無免許運転による事故
s 飲酒運転による事故
d 著しく速度制限に違反した運転による事故
f 不正に見舞金の支給を受けようとしたとき
g 正当な理由なく、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
h 組合長が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき

●災害見舞金の請求方法は
加入者又はその遺族が請求書に次の書類を添えて市窓口へ提出してください。

a 災害見舞金請求書兼同意書
s 加入者証兼領収書
d 自動車安全運転センター（交通安全教育センター内）の発行する交通事故証明書（取れないときは、交通事故申立書）
f 診断書（死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書）
g 死亡の場合は戸籍謄本
h 委任状（但し、代理人や遺族代表者が請求する場合のみ）
※請求書、その他関係用紙は自治振興課又は市来庁舎総務課にありますので印鑑を持参のうえお越しください。

●災害見舞金の請求期限は
事故発生日から２年以内です。

（２年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません）

●災害見舞金の額は
※交通事故証明書がない場合は、１等
級下位の等級になります。（但し、
１等級及び９等級の場合は除きま
す。）
※あん摩師・マッサージ師・はり師・
きゅう師・柔道整復師等の施術日数
は、医師の指示による場合以外、対
象となりません。

■問合せ　自治振興課（133－5632）又は市来庁舎総務課（121－5113）

等　級 災　害　の　程　度

１等級

２等級

３等級

４等級

５等級

６等級

７等級

８等級

９等級

見舞金額

1,000,000円

180,000円

135,000円

115,000円

95,000円

75,000円

55,000円

35,000円

25,000円

死亡の場合

治療実日数 180日以上の傷害

治療実日数 150日以上180日未満の傷害

治療実日数 120日以上150日未満の傷害

治療実日数 90日以上120日未満の傷害

治療実日数 60日以上 90日未満の傷害

治療実日数 30日以上 60日未満の傷害

治療実日数 15日以上 30日未満の傷害

治療実日数 7日以上 15日未満の傷害
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近年、離婚の急増など母子家庭等をめぐる状況が変化しており、このような変化に対応した母子家庭等の母
の自立を促進するための自立支援の一環として、母子家庭自立支援事業を行います。

母子家庭の母の就業を支援します

母子家庭の母の雇用の安定及び就業をより効果的に促進するため、母子家庭自立支援給付金事業を次の

とおり実施します。

＜自立支援教育訓練給付金＞

能力開発を行う講座を受講するための給付

●対象講座

・教育訓練給付指定教育訓練講座

・再就職希望登録者支援事業指定教育訓練講座など

●対象者

・児童扶養手当受給者　

・児童扶養手当受給資格と同様の所得水準である者

・雇用保険法の教育訓練給付を受給できない者

●給付内容

入学料及び受講料の40％（限度額20万円）

＜高等技能訓練促進費＞

経済的自立に結びつく資格を取得するための養成機関での修業期間のうち一定期間において生活の負担

の軽減を図るための給付

●対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など

●対象者

・ 所得が児童扶養手当支給基準を満たす者

・ ２年以上の養成機関であること

・ 就業又は育児と修業の両立が困難な者

●給付内容

月額10万３千円（受講期間の最後の３分の１の期間を支給期間とします）

※各給付を希望される方は、事前にご相談ください。

鹿児島県母子寡婦福祉連合会では、母子家庭の母の自立・就労支援のための「無料職業紹介所」を開設

しました。各地域のハローワークと同じように求人紹介等を行います。

●名　　称 無料職業紹介所

●所 在 地 鹿児島市鴨池新町１-７　鹿児島県社会福祉センター内

●開所時間 毎週（月～金）午前９時30分～午後４時まで

●問 合 せ 無料職業紹介所（1099-258-2984）
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０人
１人
２人
３人
４人
５人

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、又は父が身体に重度の障
害がある児童の母、あるいは母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給さ
れる手当です。（外国人の方も支給の対象となります。）

１．児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、又は、母にかわってその児童を養育している方（養育者）
が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の３月31日（18歳の年度末）までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害（特別児童扶養手当２級と同じ程度以上の障害）がある場合は、20歳

未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

※老人扶養親族10万円/人（扶養義務者の場合６万円/人）、特定扶養親族15万円/人を限度額に加算。

４．手当を受けている方の届け出
手当受給中は、次のような届け出等が必要です。
現況届……………受給資格者全員が毎年８月１日～８月31日までの間に提出します。２年間提出しない場合は、

受給資格がなくなります。
資格喪失届………受給資格がなくなったとき
額改定届…………対象児童に増減があったとき
その他の届け出…氏名・住所・支払金融機関変更など
※届の遅れ、忘れ等により手当の支給停止、又は債務の発生（手当の返還）する場合がありますので事由発生
後、速やかに手続きをお願いします。

５．手当が受けられなくなる場合
以下の要件に該当する場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。

届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間中の手当を全額返還していただくことになります。

福祉課　社会福祉係〈串木野庁舎〉（133－5618）
健康福祉課　福祉係〈市 来 庁 舎〉（121－5117）

２．児童扶養手当の額 左記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が２人の場合は、左記金額に5,000円の加算、３人以

降はさらに3,000円ずつ加算されます。
手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となり、年３
回（４月、８月、12月のそれぞれ11日）に分けて支給され
ます。

児童扶養手当について

q 離婚
w 父が重度の障害（国民年金法による１級２級並びに
身体障害者福祉法による１級２級３級及び４級の一
部が該当。ただし、児童が障害年金の加算対象とな
っているときは、手当を受けることができません。）

e 父が死亡（遺族年金を受給できないとき）
r 父の生死不明
t 父に１年以上遺棄されている
y 父が拘禁（服役している）
u 未婚の母

q 手当を受けている母が婚姻したとき（内縁関係、
同居を含む）

w 対象児童を養育、監護しなくなったとき（児童
の施設入所、里親委託、婚姻を含む）

e 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受
けることができるようになったとき

r 遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき
（安否を気遣う電話、手紙等の連絡を含む）

t 児童が父と生計を同じくするようになった
とき（父の拘禁解除の場合を含む）

y その他要件

月額 41,880円
月額 41,870円～9,880円

全部支給
一部支給

全部支給限度額
万円

19
57
95
133
171
209

一部支給限度額
万円

192
230
268
306
344
382

養育者、扶養義務者
の 所 得 制 限 限 度 額

万円
236
274
312
350
388
426

本　　　　　　　　人
扶養親族等の数

３．所得の制限
前年の所得（課税台帳で確認した額に児童の父からの養育費の80％を加えた額）が下表の額以上の方は、

その年度（８月から翌年の７月まで）の手当の一部又は全部が支給停止になります。
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特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護し
ている父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。（外国人
の方も支給の対象となります。）

１．特別児童扶養手当が受けられる方
20歳未満で身体又は精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって

その児童を養育している方（養育者）が手当を受けとることができます。

２．特別児童扶養手当の額

支給対象児童１人につき

※老人扶養親族10万円/人（扶養義務者の場合６万円/人）、特定扶養親族25万円/人を限度額に加算。

４．手当を受けている方の届け出
手当受給中は次のような届け出が必要です。
所得状況届………受給者全員が毎年８月11日から９月10日までの間に提出します。２年間提出しないと受給資

格がなくなることがあります。
有期再認定請求…原則として２年に１回、３月、７月、11月のうち定められた時期に診断書を提出していただ

き、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止の方も
必要です。）

資格喪失届………受給資格がなくなったとき
額改定届…………障害の程度が変わったとき・対象児童に増減があったとき
証書亡失届………手当証書をなくしたとき
その他の届け出…氏名・住所変更など
※届の遅れ、忘れ等により手当の支給停止、又は債務の発生（手当の返還）する場合がありますので、事由発
生後、速やかに手続をお願いします。

５．手当が受けられなくなる場合
次の要件に該当する場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届

け出をしないまま手当を受けると、その期間中の手当を全額返還していただくことになります。
q 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に居住しなくなったとき
w 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
e 児童が、児童福祉施設等（保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く）に入所している
とき

手当は認定請求をした月の翌月から支給対象になり、年
３回（４月、８月、11月のそれぞれ11日）に分けて受給者
本人の郵便貯金口座へ振り込まれます。

１級（重度障害児）

２級（中度障害児）

扶養親族等の数 配偶者・扶養義務者本　　　人

３．所得の制限
前年の所得が下表の金額以上の方は、その年度（８月から翌年の７月まで）の手当の全部の支給が停止され

ます。

月額　50,900円

月額　39,900円

０人

１人

２人

３人

４人

５人

4,596,000円

4,976,000円

5,356,000円

5,736,000円

6,116,000円

以下380,000円ずつ加算

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

7,175,000円

以下213,000円ずつ加算

福祉課　社会福祉係〈串木野庁舎〉（133－5618）
健康福祉課　福祉係〈市 来 庁 舎〉（121－5117）

特別児童扶養手当について
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子どもへの虐待が大きな社会問題になっています。急増する虐待問題へ対処するため、昨年、児童虐待防

止法が改正され、虐待防止への取り組みが一層強められました。

児童虐待防止法の改正により、市町村も子ども虐待の通告(連絡)先と定められました。地域社会の人々が

子ども虐待についての正しい認識と関心を持つことにより、予防と早期発見が可能となります。虐待を受け

ていると思われる子どもを発見したらすぐ連絡してください。虐待かどうかを確かめる必要はありません。

通報者の秘密は守られます。あなたからの相談、連絡が子どもを守ることになります。

あわせて児童福祉法の改正により、市町村は児童相談に関する一義的機関と位置づけられました。子ども

の問題・子育てについて不安を感じたり悩みを抱えておられましたらお気軽にご相談ください。

【連絡・相談先】 いちき串木野市役所　福祉課　（133-5618）

鹿児島県児童総合相談センター（1099-264-3003）

１．虐待の種類

●身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

（例）・なぐる、ける、首を絞める、激しく揺さぶる、たばこの火を押しつけるなど

●ネグレクト（養育放棄・怠慢）

心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による暴

行、わいせつ行為、暴言などの放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること。

（例）・適切な食事を与えない・乳幼児を長時間家に残したままたびたび外出したり、長時間車

の中に放置する・同居人の虐待行為を放置する・入浴させなかったり、衣服が長期間不

潔なままである・極端に不潔な環境の中で生活させる・家に閉じ込める・重大な病気に

なっても病院へ連れて行かないなど

●心理的虐待

子どもに対する著しい暴言または拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する

暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

（例）・ことばによる脅かし、脅迫・無視したり、拒絶的な態度を示す

・子どもの面前で配偶者に対して暴力をふるう ・子どもの心を傷つけることを繰り返し

言う・兄弟姉妹間の差別的扱いなど

●性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

（例）・子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要

・ポルノ写真、ポルノ映画の被写体に子どもを強要するなど

２．しつけと虐待は全く異質のものです。

●しつけは子どもの心の奥にまでとどき、子どもは健やかに成長します。

虐待は子どもの心身に深く大きな傷を残し、健やかな成長を損ねます。

●虐待であるかどうかは、親の意図とは関係なく、子どもにとって有害な行為であるかどうかの視点から

判断されます。

福祉課（133－5618）

子ども虐待について正しい認識と関心を持ちましょう
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冠岳コミュニティセンター

坂下公民館

金山下公民館

白浜公民館

草良公民館

松下公民館

ウッドタウン公民館

旭コミュニティセンター

野中栫公民館

荒川コミュニティセンター

下石野公民館

大薗公民館

芹ヶ野公民館

松尾公民館

福薗公民館

河内公民館

東塩田町公民館

宇都・岩下・川畑

坂下

野下・金山下・深田上

白浜・猪之鼻・河原

草良・大河内

松下・久木野

中井原・ウッドタウン

金山・勝利山

横須・野中栫

寺村・中向・荒川下

下石野・上石野

大薗・小薗

芹ヶ野

松尾・平身

福薗

河内・浅山

東塩田町

羽島コミュニティセンター

薩摩山公民館

下山公民館

羽島コミュニティセンター

生福コミュニティセンター

野元公民館

浜ヶ城公民館

羽島コミュニティセンター

麓公民館

平江公民館

曙町公民館

羽島コミュニティセンター

海瀬公民館

土川コミュニティセンター

岳釜公民館

八房公民館

浜東

薩摩山

万福・平山・下山

浜中

鏑楠・山之口･大六野・生野

野元・深田下

浜ヶ城

浜西

麓

平江・三井

曙町

光瀬上・下・浦

海土泊・萩元上・下

海瀬

土川

岳釜・新潟

八房

現在、使用されている国民健康保険証等の有効期限は､平成18年３月31日までとなって
います。平成18年４月１日以降は､新しい保険証でないと診療は受けられません。３月17日
（金）から2７日（月）にかけて、国民健康保険証等の切替えを行ないます。また、今回は
老人医療受給者証の切替えも行いますので、日程や切替えに必要なものを確認の上、必ず
切替えてください。

○切替えに必要なもの
q 現在使用されている保険証（遠隔地等にある保険証 ・　 も切替えます）
w 印鑑（代理で切替えをされるときは、代理人の印鑑）、スタンプ印不可
下記の認定証等は該当者のみです。保険証と一緒にお持ちください。
e 国民健康保険標準負担額減額認定証（黄色）
r 国民健康保険高齢受給者証（桃色）
t 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（はだ色）
y 国民健康保険特定疾病療養受領証（白色）
u 老人保健保険特定疾病療養受領証（白色）
i 老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証（水色）
o 老人医療受給者証（白色）
※社会保険（社保、共済、船員、建設・医師国保組合など）の老人医療受給者に
ついては、３月23日（木）から27日（月）の予備日に切替えてください。
なお、切替えは、保険証、印鑑持参の上、居住地の庁舎で行ってください。

○日　程

国民健康保険証等の切替え
健康増進課（133－5613） 健康福祉課（121－5120）

期　日 時　間 場　　所 対 象 地 区 期　日 時　間 場　　所 対 象 地 区

遠 学

３月17日
（金）

９：30～9：45

10：10～10：25

10：40～10：55

11：10～11：25

３月17日
（金）

３月20日
（月）

11：10～11：35

11：40～11：50

11：40～12：00

13：30～14：05

13：30～14：15

14：20～14：55

14：20～15：00

15：20～15：30

９：30～10：05
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酔之尾公民館

ひばりが丘公民館

石川山公民館

浦和町公民館

別府公民館

緑町公民館

照島下公民館

塩屋町公民館

新生町公民館

島平上公民館

崎下手公民館

田中中村公民館

春日町公民館

高見町公民館

中尾町公民館

西浜町公民館

袴田公民館

市口公民館

日出町公民館

桜町公民館

西浜町公民館

久福公民館

松比良公民館

内門公民館

ドリームセンター

市役所地下会議室

旭町公民館

舟川前公民館

中ノ平前公民館

牛ノ江公民館

舟川後公民館

中ノ平後公民館

安茶公民館

汐見町公民館

大原町公民館

市役所地下会議室

ドリームセンター

木場公民館

酔之尾

酔之尾東・ひばりが丘

石川山

浦和町

別府

緑町

照島下

塩屋町

新生町

島平上

崎下手・屋敷

田中中村・須賀

春日町

高見町

中尾町

西浜町

袴田

市口

日出町

桜町

木屋・港町

久福

松比良

内門

元町・栄町

大原南

旭町

舟川前

中ノ平前

牛ノ江

舟川後

中ノ平後

安茶

汐見町

大原町

昭和通

浜町・本浦東

木場

平木場公民館

土橋町公民館

健康増進センター

小瀬公民館

市役所地下会議室

栄町公民館

橋ノ口公民館

平ノ木場公民館

池ノ原公民館

外戸公民館

中組公民館

松山公民館

門前公民館

平佐原公民館

中原公民館

寺迫公民館

平向公民館

天神町公民館

川南地区公民館

中福良公民館

払山公民館

島内公民館

佐保井公民館

潟小路公民館

迫公民館

崎野公民館

下手中公民館

戸崎公民館

宇都公民館

駅前公民館

市来地域公民館

木場迫公民館

堀公民館

陣ヶ迫公民館

市役所地下会議

室（串木野地域）

または

健康福祉課窓口

（市来地域）

平木場

土橋町

御倉町・文京町

小瀬

恵比須町

栄町

橋ノ口

平ノ木場

池ノ原

外戸

中組

松山

門前

平佐原

中原

寺迫

平向

天神町

松原

中福原

払山

島内・迫田前

佐保井

潟小路

迫

崎野

下手中

戸崎

宇都

駅前・恵比須

祇園町・日ノ出町

木場迫

堀

陣ヶ迫

※対象地区で都

合の悪い方

※社会保険の老

人医療受給証を

お持ちの方

期　日 時　間 場　　所 対 象 地 区 期　日 時　間 場　　所 対 象 地 区

３月20日
（月）

３月22日
（水）

９：30～10：05

10：20～10：55

11：10～11：45

13：30～14：05

13：30～14：15

13：30～15：00

14：20～14：55

14：20～14：55

９：30～９：45

９：30～10：05

10：00～10：15

10：30～10：45

10：20～10：55

11：00～11：15

３月22日
（水）

３月23日（木）～
３月24日（金）～

３月27日
（月）

11：00～11：15

11：10～11：45

11：30～11：45

13：30～13：50

14：05～14：25

14：40～15：00

15：15～15：35

９：30～19：00

９：30～17：00
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次の世代を担う子どもたちの出生を祝福し、子育
てを支援する制度です。
【祝金の対象者】
q出産祝金：10万円
既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１

日以降に第３子以上の子どもを出産した方（保護者）。
但し、子どもの出生前に、保護者がいちき串木野

市に１年以上住所を有していること。
w誕生日祝金：１歳から５歳までの誕生日ごとに２万円
既に２人以上の子どもを養育し、平成18年１月１

日以降に生まれた第３子以降の子どもを養育してい
る方（保護者）。
e入学祝金：10万円
既に３人以上の子どもを養育していて、第３子以降

の子どもが平成18年４月に小学校に入学する保護者。
但し、入学時点で保護者が、いちき串木野市に1

年以上住所を有していること。
【手続き】
市役所の福祉課（串木野庁舎）、健康福祉課（市

来庁舎）で手続きしてください。
各祝金が請求できるのは、該当する祝金の要件が

発生した翌月から6カ月以内です。
【手続きに必要なもの】
・印鑑
・振込口座預金通帳（郵便局は不可）
※詳しくは、福祉課社会福祉係へお問い合わせください。

●更年期障害の治療法について
＜ホルモン補充療法（ＨＲＴ）＞
ホルモン補充療法とは、不足した女性ホルモンを人工

的に補うことで、更年期の心身の調子を整える療法です。
錠剤を飲んでホルモンを補充します。
○効果は？
・不定愁訴のほとんどがなくなる
・骨粗鬆症にもよく効く
・肌が若返る
・コレステロールが減る
○副作用は？
・月経のような出血がある
・乳がんに関して、安全性が保障されていない
＜その他の治療法として＞
漢方法や、カウンセリング、リラクゼーションも

効果的です。
●信頼できる医師を見つけておきましょう。
からだの悩みには、信頼できる医師が必要です。

女性外来、女性の医師など、相談しやすい環境を利
用しましょう。

おしらせ版おしらせ版
●日　　時 ３月24日（金）13時～16時
●会　　場 市来ふれあい温泉センター
●内　　容 q温泉療法医による講演

「温泉の効能について」
～水中運動浴等～

w健康運動指導士による実技
「水中ウォーキング」など

e保健師等による健康相談
●参 加 料 無料（県国保連合会主催）
●募集人員 30名（先着順）
●申込期限 ３月６日（月）
●申 込 先 市来支所健康福祉課保険給付係
※持病のある方は主治医に相談の上、申込みください。

１月10日から18日に串木野地域で胃がん検診を
受診された方で、現在までに再検査通知が届いてい
ない方は、精密検査を受ける必要はありません。
「健康手帳」の胃がん検診判定欄の“精検不要”

か“異常なし”を○で囲んでください。

串木野環境センターへのごみの直接搬入が以下の
とおり変更となりました。特に、日曜の地域清掃や
ボランティア清掃を実施された際は、ごみの分別を
徹底していただき、直接搬入くださいますようご協
力をお願いいたします。
●月～金曜（祝日を除く）及び第１・第３日曜：環
境センターで処理できるごみ全般
●土曜（祝日を除く）：一般家庭の可燃ごみ
●搬入時間：午前９時～正午、午後１時～午後４時
●問合せ：串木野環境センター（132-2388）
※ごみの減量と再資源化にご協力を！

みなさんはご存知ですか？ごみの不法投棄は、５
年以下の懲役か1,000万円以下（法人の場合、１億円
以下）の罰金、又はこの両方が科せられます。（『廃
棄物の処理及び清掃に関する法律第25条・第32条』）
また、土地の所有者（又は管理者）は、不法投棄

がなされないようフェンス等を設置するなど、土地
を管理する義務があります。（『廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第５条』）
美しいふるさとづくりのため、不法投棄は「絶対

にしない・させない」ようにしましよう。
不法投棄を発見した場合は、警察署（133-0110）

又は市生活環境課までご連絡ください。
ごみを出す時は、決められたルールを守り、地域

住民に迷惑とならないようにしましょう。

保健・環境

更年期をかがやいてr
～更年期をうまくのりきるために～

健康増進係（133－3450）

未来の宝子育て支援金制度のご案内

福祉課（133－5618）

「温泉を活用した健康づくり」講習会のお知らせ

健康福祉課（121－5120）

平成17年度胃がん検診の結果について

串木野健康増進センター（133－3450）

串木野環境センターへの直接搬入について

生活環境課（133－5614）

ごみの不法投棄は「犯罪」です！！

生活環境課（133－5614）



●家　賃 入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準
・持ち家がないこと
・世帯の月額所得が20万円以下であること
・同居する家族がいること・市税等の滞納がないこと

●入居時必要なもの
・敷金（家賃の３カ月分）・連帯保証人（２名）
●申込期間 ２月24日（金）～３月９日（木）
●抽選
・ウッドタウン
３月14日（火）９時30分～　串木野庁舎　地下大会議室
・平佐原住宅、日ノ出住宅
３月14日（火）14時～　市来庁舎　第１会議室

●問合せ及び申込先
・市来庁舎　都市計画課　建築係
・串木野庁舎　都市建設課（133-5679）

いちき串木野市社会福祉協議会では、ふれあいの
まちづくり事業の一環として、「ボランティアのつ
どい」「ふれあいひろば」を開催します。
誰でも参加できますので、多数ご参加ください。
●日　時 ３月11日（土）
・ボランティアのつどい（９：30～11：50）
・ふれあいひろば（12：00～15：00）
●場　所 串木野老人福祉センター・福祉の森
●主な内容
・活動発表（照島小・羽島中）
・県社協ボランティアセンターによる講演
～災害救援ボランティア現地本部活動について～
・展示コーナー（小、中学校・ボランティアグループ）
・体験コーナー（手話・点字・車いす・アイマスク）
・擬似体験コーナー（半身不随・老人体験）
・バザー（福祉作業所・ボランティアグループ）

男女共同参画社会について、理解を深めていただ
くために、わかりやすい紙芝居を使った研修会を開
催します。
また、グループでの意見交換なども行います。
参加は無料で、どなたでも参加できます。
●日　時 ３月18日（土）13：00～15：30
●場　所 串木野老人福祉センター集会室
●定　員 50名
●申込み ３月８日（水）までに企画課へ

商工観光課では、次のような消費生活に関する相
談や問い合わせに対応する『消費生活相談員』を設
置しております。
・『架空請求』に関する問い合わせについて
・『クーリング・オフ制度』に関する問い合わせに
ついて
・『訪問販売』によるトラブルについて
・『仮設店舗』で購入した商品でのトラブルについて
・その他消費生活に関することについて
なお、消費生活相談員の相談受付時間は、月曜日

から金曜日の午前９時30分から午後４時まで（正午
から午後１時を除く）となっております。
商品購入や契約上のトラブルなどでお困りの場合

は、商工観光課『消費生活相談員』まで遠慮なくご
相談ください。

・その商品が本当に必要か、金額は妥当かどうかよ
く考えてから契約しましょう。
・必要でなければ勇気をもって断りましょう。
・一人で決めないで、家族や友人に相談しましょう。
・契約書（又は申込書）の内容をよく読んで、確認
してから署名、押印をしましょう。

最近、大手金融機関などを装って、「お金を貸し
ます」といった内容の偽者ＤＭ（ダイレクトメール）
や携帯メール等を送りつけて、保証金や保険金名目
でお金を騙し取る新手の手口が急増しています。
このような詐欺行為を「貸します詐欺」といいます。
被害にあわないよう十分ご注意ください。

「騙されないための心構え三か条」
【第一のポイント】
・取引関係のないところから突然送られてくる、「お
金貸します」とのダイレクトメール（ＤＭ）・携
帯メール等に注意。
※低金利で、しかも高額を貸し付けるかのような広
告に注意。

【第二のポイント】
・融資をする前に、様々な口実でお金を振り込まそ
うとする手口に注意。
※保証料、保険料などの名目で必ずお金を要求して
きます。

【第三のポイント】
・「貸します詐欺」かもしれないと感じたら、送金
の前に下記へお問合せください。

東京都貸金業対策課　103-5320-4775
平日：午前９時～12時、午後１時～４時30分
※夜間・休日は、留守番電話の「受付ダイヤル」に
なります。
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「ボランティアのつどい」「ふれあいひろば」を開催

社会福祉協議会（132－3183）

市営住宅入居者募集について

都市計画課（121－5154）

消費生活相談員のご案内

商工観光課（133－5638）

「貸します詐欺」にご注意ください！！

商工観光課（133－5638）

募集・催し そ の 他

住　宅　名
建設年度
募集戸数

構造・設備 備　考

単身入居不可
平成17年度
２戸

ウッドタウン

平佐原住宅

日ノ出住宅

木造2階建・3LDK・
水洗トイレ

単身入居不可
平成17年度
９戸

中耐3階建・3DK・
水洗トイレ

単身入居可
（ただし、50歳以上）

平成10年度
１戸

中耐4階建・2DK・
水洗トイレ

「男女共同参画社会ってなあに？　紙芝居で学ぶ
男女共同参画社会」の研修会参加者募集！！

企画課（133－5672）

アドバイス

「貸します詐欺」被害ホットライン

騙されないために
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平成18年４月から、下記の対象地区で公共下水道が使えるようになります。
公共下水道が使えるようになると、排水設備の設置義務が生じ、これに伴う費用等（排水設備工事費、公共

下水道使用料、受益者負担金）の負担金が発生してまいります。具体的な内容についての説明会を下記の日程
で開催しますので、対象者はご出会ください。
1．対象区域
東島平町・西島平町・下名・上名・東塩田町のそれぞれ一部（※下図の着色部分）
2．対象者
上記対象区域の土地所有者または権利を有している人（公共下水道取付管位置確認書を提出された方・案内

状が送付されてきた方）
3．説明会の日程

※対象地区の方は上記のいずれの会場でも説明が受けられます。

下水道課（121－5157）

平成17年度工事分公共下水道の供用開始に伴う説明会を開催

対　象　地　区

西島平町・東島平町・恵比須町の一部

浜ヶ城・東塩田町・上名の一部

場　　　所

照島コミュニティセンター

串木野庁舎地下大会議室

月　日（曜日）

２月23日（木）

２月24日（金）

開始時間

19：30

19：30



次の方々から故人の香典返しにかえて、社会福祉協

議会に寄付をいただきました。

ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。

（届け出人が同意した方だけ掲載してあります）
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３月の心配ごと相談

社会福祉協議会（132－3183）

相談はいっさい無料です。お気軽にご相談ください。
秘密は厳守されます。

※法律相談を希望される方は社会福祉協議会に予約して

ください。（受付人員７名）他の相談は予約はいりませ

ん。その他お問い合わせは、社会福祉協議会へどうぞ。

相 談 場 所
及　び
相 談 時 間

相談種別 相　談　員３日
金

相　談　日

生 活 ・ 福 祉
児 童 相 談

健康・介護相談

年 金 ・ 保 険
交通事故相談

心配ごと相談員

看護師経験者

社会保険労務士

司　法　書　士
土地家屋調査士

税 理 士

弁 護 士

心配ごと相談員

財産・登記相談

税金・経営相談

法　律　相　談

生活・福祉相談

７日
火

○

－

－

○

○

－

○

10日
金

14日
火

○

○

○

－

－

○

○

17日
金

22日
水

○

－

○

○

－

－

○

24日
金

28日
火

○

－

○

○

－

－

－

31日
金

－
火

○

－

－

－

－

－

－

串木野老人
福祉センター
9：00～12：00

市来老人
福祉センター
10：00～12：00

香典返しを寄付
社会福祉協議会（132－3183）

寄 付 者 名
久　留　　　信
木　村　常　雄
上　野　和　代
原　口　宗　義
入　江　　　繁
星　原　新　二
柳　田　シヅエ
塚　田　京　子
吉　留　敏　昭
赤　岩　ヨシ子
上鵜瀬　正　則
竹　中　幸　子
今　村　耕　司
平　石　ミ　ヱ
本　木　正　和
城之薗　八　重
大久保　勝　義
児　玉　哲　夫
松　元　孝　子
向　井　国　行
立　石　正　弘
星　原　　　實
尾　崎　良　子
後　潟　四　次
大　迫　信　幸
木　藤　ムツ子
大　迫　義　則　

故 　 人
橋　口　博　昭
木　村　　　富
上　野　ユキヱ
原　口　キ　ヲ
入　江　サチ子
星　原　利　男
柳　田　睦　男
塚　田　　　孝
吉　留　キ　ミ
赤　岩　道　良
上鵜瀬　ヨシコ
竹　中　竹　市
今 村　純　哉
平　石　榮　規
本　木　美　佐
城之薗　一　夫
大久保　キミエ
松　元　チ　ヱ
松　元　　　幸
向　井　チヱ子
立　石　静 次
冨　吉　マツノ
中　尾　イク子
後　潟　アツエ
大　迫　ノ　ブ
木　藤　眞　人
大　迫　フミヱ

年齢
71
88
98
82
76
88
50
53
85
67
82
82
67
79
91
83
83
90
81
75
88
80
71
77
91
75
77

住　所
下　名
西塩田町
愛木町
上　名
美住町
下　名
新生町
浦和町
荒　川
上　名
西塩田町
元　町
薩摩川内市
羽　島
羽　島
荒　川
中尾町
羽　島
下　名
上　名
羽　島
荒　川
中尾町
湊　町
大　里
湊　町
湊　町

市来ふれあい温泉センターでは、浴槽配管改修工
事のため、下記の期間休館いたします。
●休館日 ３月13日（月）～３月15日（水）の３日間

最近、串木野駅前駐輪場で自転車・オートバイの
盗難が発生しています。
盗難に遭わないために、次のことに注意しましょう。
●ワイヤー錠等による二重ロックをしましょう。
●路上に放置せず必ず駐輪場に止めましょう。
●少しの間、離れる時でもカギは確実にしましょう。
●新車・中古車を問わず、防犯登録に加入しましょう。

１月に農業委員会に提出された登載申請書を基
に、資格等について審査し、調製した農業委員会委
員選挙人名簿を下記により縦覧に供します。今年は、
農業委員会委員選挙が予定されています。自分の選
挙権を確かめましょう。
●縦覧期間 ２月23日（木）～３月９日（木）
●縦覧場所 市来庁舎　１階　選挙管理委員会事務局

３月１日現在の選挙人名簿登録者の名簿を下記に
より縦覧に供します。
●縦覧期間 ３月３日（金）～３月７日（火）
●縦覧場所 市来庁舎　１階　選挙管理委員会事務局

平成18年４月から、公共下水道が使えるようにな
る区域で、公共下水道受益者負担金を納めていただ
くため「平成18年度賦課対象区域」を告示します。
詳細については、関係図書を縦覧に供しますので

閲覧してください。
●賦課対象区域

東島平町・西島平町・下名・上名・東塩田町の
それぞれ一部
●縦覧の期間及び時間
平成18年２月21日（火）から２週間
午前９時から午後５時まで
（ただし、土曜・日曜・祝日を除きます。）
●縦覧の場所
市役所　市来庁舎　　２階　下水道課

串木野庁舎　２階　都市建設課

市来ふれあい温泉センター休館日のお知らせ

市来ふれあい温泉センター（121－5022）

串木野駅前駐輪場利用者の皆様へ

商工観光課（133－5638）

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

選挙管理委員会（121－5125）

選挙人名簿登録者の名簿の縦覧

選挙管理委員会（121－5125）

公共下水道事業受益者負担金
平成18年度賦課対象区域を告示

下水道課（121－5157）
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≪≪館内おはなし教室≫≫
☆日　時：３月４日（土）15：00～
☆内　容：パネルシアター　えほん
～・～・～・～・～・～・～・～・～
☆日　時：３月17日（金）16：00～
☆内　容：えほん　かみしばい

☆日　時：３月25日（土）14：00～1５：00
☆場　所：いちきアクアホール
☆内　容：えほん・エプロンシアター・パネル

シアターなど、『バンビの会』の楽し
いおはなしがあります。

みんなであそびにきてねZ

≪≪市来分館おはなし会≫≫
☆日　時：３月11日（土）10：00～10：30

★ボランティアグループ『たんぽぽ』の
おはなし会です。

日

14日(火)

－３月の移動図書館巡回日程－

サービスステーション（到着予定時刻）

土川小学校（13：10）

1日(水)

15日(水)

羽島小学校（13：10）
浜町市場通り会無料駐車場（14：40）
塩田団地（15：20）

7日(火)

24日(金)

荒川小学校（13：15）
浜ヶ城　南商店隣（14：30）
平江岡入口（15：00）

8日(水)

22日(水)

東塩田　ＪＡ駐車場（12：30）
旭小学校・旭幼稚園（13：10）
薩摩金山蔵駐車場 (14：30)
薩摩山　薩摩山公民館入口（15：10）
麓　八久保公園（15：40）

9日(木)

23日(木)

冠岳小学校（13：10）
ウッドタウン集会室前（14：10）
酔之尾西 潟山アパート駐車場 (15：20）
ひばりが丘団地（15：50）

2日(木)

16日(木)

生福小学校（13：10）
雇用促進住宅（14：50）
袴田東　城之園栄伸氏宅東（15：50）

17日(金) 生冠中学校（13：10）

◇新着図書（一般用）◇
・親子再生　～虐待を乗り越えるために～
・宇宙日記　～ディスカバリー号の15日～

（野口聡一）
・クッキーの本
・おいしさのつくり方
～永田農法を家庭菜園で～

・砂漠の薔薇（新堂冬樹）
・アコギなのかリッパなのか（畠中恵）
・おやすみ、こわい夢を見ないように
（角田光代）

◇新着図書（児童用）◇
・ぜったいについていかないよ！
・ツルの大研究
・かえるくんはかなしい
・あなたをずっとずっとあいしてる

◇市来分館新着図書◇
・きほんの旬おかず
・チャレンジ　ミッケ
・また　ぶたのたね

６ (月)・13 (月)・19 (日)・21 (火)

27 (月)

※図書館の開館時間※

８：30～17：00です

市立図書館３月の休館日

６ (月)・ 13 (月)・20 (月)・27 (月)

※図書館の開館時間※

９：00～18：00です

市来分館３月の休館日
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市の人口（２月１日現在）
総人口　32,992人
男　　15,466人
女　　17,526人
世帯数 13,589世帯
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２
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７
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13

14

15

16

17

18

いちき串木野市交通安全の日
春季全国火災予防運動期間（７日まで）

一般心配ごと相談
（９:00～12:00 串木野老人福祉センター）
おはなし教室（15:00～15:30 市立図書館）
第10回徐福ロマンロードウォーキング大会
（９:00～ 冠岳花川砂防公園広場)
当 番 医　知 　 花 　 内 　 科（132-8151）

ふくもと整形外科・内科クリニック（132-4145）
大　石　医　院（1099-274-3211）

当番薬局　つ ば さ 薬 局 串 木 野（133-0900)
定期健康相談・母子健康相談
（９:00～16:00 串木野健康増進センター)
健康相談（13:30～15:00 市来保健センター）
行政相談、一般心配ごと相談
（10:00～12:00 市来老人福祉センター）

行政相談、法律・一般心配ごと相談
（９:00～12:00 串木野老人福祉センター)
第21回さのさ杯小学4年生以下サッカー大会
（12日まで　９:00～ 多目的グラウンド外)
ボランティアのつどい・ふれあいひろば
（９:30～15:00 串木野老人福祉センター）
市来分館おはなし会（10:00～10:30 市立図書館市来分館）
当 番 医　牧 　 野 　 医 　 院（135-0017）

ま き の せ 泌 尿 器 科（133-0122）
新　山　内　科　医　院（136-2255）

当番薬局　串 木 野 調 剤 薬 局（132-8116）

市立中学校卒業式
一般心配ごと相談（10:00～12:00 市来老人福祉センター）
旭幼稚園卒園式
高齢者交通安全の日
『こんにちは市長』（13:30～15:00 串木野庁舎２Ｆ市長室）
市来幼稚園卒園式
一般心配ごと相談
（９:00～12:00 串木野老人福祉センター）
おはなし教室（16:00～16:30 市立図書館）

水

木

金

土

日

月

火

水
木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

桜サッカー大会（８:00～ 市来運動場外）
当 番 医　丸 　 田 　 病 　 院（132-2263）

野辺ひふ科クリニック（133-0250)
浅 谷 小 児 科（1099-274-3088）

当番薬局　と　ま　と　薬　局（132-2270）
緑調剤薬局串木野店（133-1811)

定期健康相談・母子健康相談
（９:00～16:00 串木野健康増進センター)
交通事故０の日
春分の日

当 番 医　宮之原循環器クリニック（132-3241）
い　と　う　耳　鼻　科（133-3387）
新山皮膚泌尿器科（1099-274-1775）

当番薬局　ハ　ロ　ー　薬　局（132-8659）
さ く ら 調 剤 薬 局（133-0450）

年金相談（10:00～15:00 市来庁舎３F第４会議室）
一般心配ごと相談（10:00～12:00 市来老人福祉センター）
市立小学校卒業式
働く女性の家まつり（25日まで開催　10:00～16:00
働く女性の家　※25日は15:00まで）
市立小・中学校修了式
一般心配ごと相談（９:00～12:00 串木野老人福祉センター）
おはなし教室春休みスペシャル
（14:00～15:00 いちきアクアホール）
税務課日曜窓口（９:00～12:00 串木野庁舎）
当 番 医　えんでん内科クリニック（132-7000）

春　田　整　形　外　科（133-2882）
湯 田 内 科 医 院（1099-274-1252）

当番薬局　山 内 調 剤 薬 局（132-3908）
ニューことぶき調剤薬局（133-1891）

こころの健康相談（13:30～16:00 串木野健康増進センター)

一般心配ごと相談（９:00～12:00 串木野老人福祉センター）

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31

日

月

火

水

木

金

土

日

月
火
水
木
金

１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分１月届出分

子どもの名前 保 護 者 住　所 子どもの名前 保 護 者 住　所

重　森　朝
あさ

陽
ひ

大　城　深
み

結
ゆう

中　野　光
こう

也
や

諏　訪　麻里亜
ま り あ

萬造寺　和
かず

保
ほ

出　森　　　迅
じん

玉　田　麗
つぐ

弥
み

肥　前　壱
かず

希
き

濱 田　成
せい

志
し

郎
ろう

出生届の届出期間は、生まれた日から14日以内
※持参するもの　●出生届（出生証明書）１通

●母子健康手帳
●国民健康保険証（加入者のみ）
●印鑑（届出人のもの）

（届出人が同意した方だけ掲載してあります）

浩 　 二

秀 　 人

博 　 之

敏 　 治

斉

達 　 也

和 　 則

智 　 幸

誠

湊 　 町

大 　 里

西塩田町

上 　 名

西塩田町

湊 　 町

下 　 名

上 　 名

住 吉 町

尾　堂　悠
ゆう

樹
き

荒　原　璃
り

音
おん

※12月届出追加分

坂　口　　　楓
かえで

茂 　 樹

顕

好 　 孝

上 　 名

上 　 名

大　　里



「広報いちき串木野」作成につき写真のご提供、取材等にご協力してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
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携帯用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/i/ 
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シリーズ　w

照島小学校

のびのびと大きく元気に育って
ください。 母：千春さん

中野　光
こう

也
や

くん
（西塩田町）

元気で思いやりのある子どもに
育ってください。 母：聡子さん

重森　朝
あさ

陽
ひ

くん
（湊町）

（１月届出分）

照島小学校ホームページ http://www.edu.pref.kagoshima.jp/es3/terushima/top.html

特色ある教育活動を通して『知・徳・体』バランスのとれた子どもの育成

秋季大運動会秋季大運動会

校　訓『波濤を越えて』
は　　とう

昭和25年「波濤を越えて」を教育指標（校訓）とし、「自ら
学ぶ意欲と豊かな心を持ち、たくましく生きる力を備えた子
どもの育成」の教育目標のもと、学校・ＰＴＡ・校区が一体
となった教育活動を行っています。
＜現在の児童数は376名、ＰＴＡ戸数は271戸です。＞

農業体験学習：５年生
（田植え～稲刈り）

田植えから稲刈りまで、校区
の協力会の方々の協力をいただ
き、勤労の大切さ・収穫の喜び
を味わう活動をしています。

串木野養護学校との交流学習

串木野養護学校との交流学習
は、今年で25年目を迎え伝統行
事になっています。それぞれの
学年で計画を立て、両校の親睦
と交流を深めています。

砂浜持久走大会（11月）

照島海岸を利用し、砂浜を子
どもたちが駆け抜ける持久走大
会です。この日のために、子ど
もたちは、毎朝、校庭でジョギ
ングを行っています。


